
本市では、大東市行財政改革プランに基づく定員

管理計画で、平成１６年度正職員数１,０７６人を平成２５年

度には７４４人とする計画の実現に向け、職員削減を

推し進めているところです。

しかし、職員数の減少によって、市民サービスが

低下する懸念を払拭する必要性が出てきました。そ

こで今回、市民へ提供するサービスの維持･向上を図

るための具体的方策を明らかにするため、正職員に

代わる労働力確保のあり方を明記した「大東市構造

改革指針」を策定しました。

代替労働力の活用を検討していくにあたり、本市

の事務事業を『Ⅰ　行政事務の性質区分』により５

区分に分類し、個々の事務事業の性質を明確にした

上で、『Ⅱ　正職員に代わる代替労働力のフロー』に

基づき、次のように検証を行い、各部署における実

施体制の計画を策定しました。

「①公権力行使」、「②政策形成・調整事項」また

は「③意思決定事項」を含む事務は、基本的に正職

員が担当しますが、減少した正職員の代替が必要な

場合は「（Ｃ）再任用職員・任期付職員」で対応しま

す。また、①②③を含まない事務のうち、「④指示命

令」を行うことができるものは「（Ｂ）労働者派遣・

アルバイト」で、行うことができないもの（「⑤その

他」）は「（Ａ）業務委託」で対応するものとします。

これらの体制のうち、特に「業務委託」について

は、各部署の事務で業務内容が同種のもの、または

業務手順に一定の関連性があるものを「包括的業務

委託」として集約し、パッケージ方式による委託を

実施することで、複数の部署にまたがる事務事業を

一元化し、効率的に行うものとします。

また、「任期付職員」については、期間限定の計画

策定事務、特殊な国家資格や優れた識見が必要な事

務、直接的に市民サービスを提供する窓口事務につ

いて、平成２１年４月からの制度創設に向け、取り組
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んでいくものとします。事務内容にあたっては、シ

フト制、パート制など多様な勤務体制を用意し、業

務の繁閑にきめ細かく対応できるよう留意する予定

です。

今後は、定型的な業務には代替労働力を活用でき

ることで、正職員は政策形成、公権力行使などの専

門性の高い業務を今まで以上に従事できるようにな

り、職員個人の能力をさらに向上させることができ

ます。また、各部署はそれぞれの担い手ごとに詳細

な業務マニュアルを整備し､代替労働力を活用しなけ

ればなりません。特に公権力行使が認められない業

務委託、労働者派遣などに対しては、公権力行使に

関与しないことを周知徹底し、その内容と区分を明

確に示すことも必要です。

平成２５年度の指針に基づく各部署の体制に向けて、

代替労働力の活用によって仕事の成果や市民対応に

問題が生じていないか等、評価・検証を行いながら､

良質なサービスを市民に提供できるよう推進してい

くものとします。
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